
お受けする仕事一覧 
 

   ※在籍している会員ができる仕事は、お引き受けできますので、お問い合わせください 

   ※一覧に掲載されていても、作業可能な会員がおらず、お引き受けできない場合もあります。 

 

技能を要する分野(外での仕事) 技能を要する分野(屋内での仕事) 事務的分野 

植木剪定、松の芽摘み、伐採、 

 消毒 ※抜根はできません 

除草(機械刈り、草取り) 

 

 

 

 ※芝生刈、蔓(つる)、蔦(つた)の 

  除去はできない場合があります 

 ※枝木や草の処分は、運搬費用と 

  処分費用が別途必要です 

障子の張替 

襖の張替(片面・両面) 

網戸の張替 

 

 

 

 ※１枚からご自宅に引き取りに伺 

  い、作業後ご自宅に納品します 

 ※作業予定日を確認し、調整後に 

  連絡をさせていただきます。 

筆耕(毛筆、ペン) 

 感謝状 表彰状 卒業証書 

 年賀状 記章リボン 

 短冊 ペイント 熨斗袋 

社内報の編集 

アンケート調査及びデータ入力 

 

 

 

軽作業(外での仕事) 軽作業(屋内での仕事) ちょっこしおたすけサービス 

パンフレット配布 

中心市街地通行量調査 

会場の設営撤去 

カゴ・カート整理 

庭の水遣り 

 

 

 

 

 

封入作業 

 DM チラシ 選挙公報 

商品仕分作業 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミ出し 病院の付添い 

薬の受取代行 買物代行 

庭の水遣り 衣類整理 

電球・蛍光灯の交換 

掛時計の電池交換 

 

日常生活で困った時に短時間で 

 ちょっとしたお手伝いを頼めます。 

 30 分  550 円 

  60 分 1,100 円 

各種清掃 各種処分 修理・補修・交換 

家の掃除 

(部屋、窓ガラス、廊下、台所、 

お風呂、トイレ、換気扇、網戸) 

会社、医療福祉施設、教育機関 

 駐車場の清掃 

飲食店の清掃 

仮設トイレの清掃 

側溝の清掃 

空家・空地の外観調査、庭木の 

 剪定、除草、郵便物の確認・転送 

  (注)建物の中に入って行う作業はできません 

  ※米子市空家・空地管理事業者 

   登録・紹介制度に登録済 

枝木の処分 

落ち葉の処分 

不用品の処分 (可燃ごみ、不燃 

 ごみ、タンス、食器棚、衣類等) 

 ※家電リサイクル法対象の 

  エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、 

  電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾 

  燥機は、別途ご相談ください 

 

 

 

 

雨樋修理 

流し台扉修理 

ガラス戸補修 

ごみ置き場補強 

車庫トタン屋根の塗装 

ウッドデッキ防腐剤塗装 

ドアノブ交換 

家具の組み立て 

カーテンレールの取り付け 

 

 

 



農業分野 
その他 

（こんな仕事も受けています） 
自主事業 

各種野菜苗の植付け、収穫、選別 

田んぼの苗運び 

 

雪かき 

布団干し 

荷物片付け 

古紙の仕分け 

プランターの土等の分別及び鉢 

 の移動 

灯篭にロウソクを灯す 

大工仕事 

英会話教室 

  一般 

  キッズ（小・中・高） 

パソコン教室 

書道教室 

おさらい教室 

  小学生向け 

   （算数・国語・書道） 

 ※小・中・高校生向けの教室に 

  ついては、開講日の調整が可能 

  ですので、お問い合わせください 

お墓清掃サービス 公共分野 家事援助サービス 

墓石の清掃（水拭き） 

周囲の草取り、落ち葉拾い 

花筒、線香皿、ロウソク立ての 

 洗浄 

供花回収処分 

散乱ごみ回収処分 

墓地樹木剪定及び伐採 

供花 

 ※お客様で用意していただき自宅 

  及び花屋で受け取り、お供え 

  させていだだきます 

庁舎前庭の水遣り 

市営墓地の受付 

公共施設の清掃 

食事の支度（朝・昼・夕食） 

 ※食材の準備はお願いします 

話相手 

家事全般のお手伝い 

日吉津村 

子育て家庭ペルパー派遣事業 

米子市 

軽度生活援助 

産後に日中の家事・育児支援が得

られない家庭より支援の申し出が

あり、支援が必要と判断された家庭

にシルバー会員を産後ヘルパーと

して派遣します。 

 

お申し込み先・お問い合わせ先 

   日吉津村福祉課 

     0859-27-5952 

 

家事などが困難な在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、シルバー人材セ

ンターの会員が訪問し、生活支援をします。 

対象となる方（1～3 の要件を全て満たす場合） 

 1.一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯のかた 

 2.当該年度市民税非課税世帯の方（申請日が 4,5 月の場合は前年度） 

 3.要介護認定で要介護１程度で、身体機能の衰えによる援助の 

  必要性があり、かつ家族等の支援が得られないかた 

利用について 

 1 月当たり 1 回 2 時間以内。草取り、窓拭きは各年 2 回以内(世帯単位) 

 1 時間 170 円の手数料がかかります。生活保護受給世帯は無料。 

提供メニュー 

 寝具類等大物の洗濯  住居等の掃除及び家屋の整理整頓 

 家周りの掃除及び草取り  簡単な小修繕 

 

申請手続き先  お住まいの地区の地域包括支援センターまたは 

          居宅介護支援事業所にご相談ください 

お問い合わせ先  米子市長寿社会課 0859-23-5131 


